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平成26年６月18日（水曜日） 

 

○出席議員（15名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  酒  本  昌  博 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     13 番  八  田  外 茂 男 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     15 番  南     守  雄 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君 

 

○欠席議員（１名） 

    14 番  中  川     達 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

副 町 長 上 出 孝 之 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 北   雅 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 中 西 昭 夫 君 

総 務 部 担 当 部 長 山 田 吉 弘 君 

町 民 福 祉 部 長 大 徳   茂 君 

都 市 整 備 部 長 長 丸 一 平 君 

都市整備部担当部長 長 丸 信 也 君 

教育委員会教育次長 
兼 学 校 教 育 課 長 

北 川 真由美 君 

消 防 長 永 田 三 好 君 

総 務 部 総 務 課 長 棚 田   進 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

田 中   徹 君 

総 務 部 財 政 課 長 長谷川   徹 君 

総務部税務担当課長 
総 合 収 納 室 長 

岩 上 涼 一 君 

町 民 福 祉 部 
町 民 生 活 課 長 

松 岡 裕 司 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

下 村 利 郎 君 

町民福祉部保険年金課保健センター 
担当課長兼保健センター所長 重 原   正 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

島 田 睦 郎 君 

町 民 福 祉 部 
環 境 安 全 課 長 

岩 本 昌 明 君 

都 市 整 備 部 
地 域 振 興 課 長 

中 宮 憲 司 君 

都市整備部地域振興課 
観光・商工・労働担当課長 

本   郁 夫 君 

都 市 整 備 部 
都 市 建 設 課 長 

田 中 義 勝 君 

都市整備部都市建設課北部開発 
担当課長兼北部開発推進室長 

喜 多 哲 司 君 
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都市整備部上下水道課長 長 田   学 君 

都市整備部上下水道課 
下 水 道 担 当 課 長 

井 上 慎 一 君 

会計管理者兼会計課長 瀬 戸 博 行 君 

教育委員会学校教育課 
指導管理担当課長 

岡 田   秀 君 

教育委員会生涯学習課長兼 
男女共同参画室長兼図書館長 

上 出   功 君 

消防本部次長兼消防署長 生 田 秀 治 君 

 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 向   貴代治 君 事 務 局 書 記 若 林 優 治 君 

 

○議事日程（第４号） 

  平成25年６月20日  午後１時00分開議 

 日程第１ 

  議案第43号 財産の取得について〔消防団消防ポンプ自動車 ３台〕 

  議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

  提案理由の説明 

 日程第２ 

  議案一括上程 

  議案第43号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔平成25年度内灘町一般会計補正予算（第６号）〕から 

  議案第44号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてまで 

 日程第３ 

  選挙第１号 内灘町選挙管理委員会委員の選挙について 

 日程第４ 

  選挙第２号 内灘町選挙管理委員会委員補充員の選挙について 

 日程第５ 

  推薦第１号 内灘町農業委員会委員の推薦について 

 日程第６ 

  議会議案第７号 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書の提出について 

 日程第７ 

  議会議案第８号 ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出につ 

          いて 

 日程第８ 

  議会議案第９号 総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書の提出について 

 日程第９ 

  議会議案第10号 中小企業の事業環境の改善を求める意見書の提出について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆さん、ご苦労さまで

ございます。 

 ただいまの出席議員は15名であります。よ
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って、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、10日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○追加議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、追加議案の

上程を行います。 

 議案第43号財産の取得について〔消防団消

防ポンプ自動車 ３台〕及び議案第44号固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについての２議案を一括して議題

といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 町長より追加議案に対

する提案理由の説明を求めます。川口克則町

長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 議員各位におかれま

しては、６月10日の議会開会以来、連日にわ

たりまして慎重なるご審議を賜り、まことに

ありがとうございます。 

 それでは、ただいま追加提案をいたしまし

た議案につきまして、提案理由の説明を申し

上げます。 

 議案第43号 財産の取得につきましては、

消防団消防ポンプ自動車３台の購入に際し、

指名競争入札の結果、落札者となった企業と

物品購入契約を締結するためのものでありま

す。 

 議案第44号 固定資産評価審査委員会委員

の選任につき同意を求めることにつきまして

は、平成26年７月24日をもって任期満了を迎

えます現委員の髙桑眞知子氏を引き続き選任

いたしたく、議会の同意を求めるものでござ

います。 

 以上、追加議案の提案理由につきまして説

明をいたしましたが、どうぞ適切なるご決議

を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 これより追加議案に対

する質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。──質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております２議案のうち、

議案第43号財産の取得について〔消防団消防

ポンプ自動車 ３台〕は、お手元に配付して

あります議案付託表のとおり所管の総務産業

建設常任委員会に付託いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議案第43号は議案付託表のとおり所

管の総務産業建設常任委員会に付託すること

に決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託の省略 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第44号固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについては、人事に関する案件に

つき、委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議案第44号は、委員会付託を省略す

ることに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 
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○議長【夷藤満君】 この際、議案審査のた

め、暫時休憩いたします。 

           午後１時04分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時25分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【夷藤満君】 本日の会議時間は、議

事の都合によりあらかじめ延長いたします。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議時間を延長することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第２、去る６月12

日、各常任委員会に付託いたしました議案第

31号専決処分の承認を求めることについて

〔平成25年度内灘町一般会計補正予算（第６

号）〕から議案第42号内灘町火災予防条例の

一部を改正する条例についてまでの12議案並

びに先ほど総務産業建設常任委員会に付託い

たしました議案第43号財産の取得について

〔消防団消防ポンプ自動車 ３台〕及び議案

第44号固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき同意を求めることについて、また継続審

査となっております請願第23号並びに今期定

例会までに受理されました請願第25号から請

願第27号までの３件を一括して議題といたし

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【夷藤満君】 これより各常任委員会

における議案の審査の経過並びに結果の報告

を求めます。 

 川口正己総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 川口正己君 登壇〕  

○総務産業建設常任委員長【川口正己君】 平

成26年第２回定例会６月会議において、総務

産業建設常任委員会に付託されました議案の

審査の経過と結果についてご報告申し上げま

す。 

 付託されました議案につきましては、副町

長並びに関係部課長からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第31

号専決処分の承認を求めることについて〔平

成25年度内灘町一般会計補正予算（第６号）〕

第１条歳入歳出予算の補正中、歳入全部、歳

出１款議会費１項議会費、２款総務費１項総

務管理費、２項徴税費、４項選挙費、６項監

査委員費、５款労働費１項労働諸費、６款農

林水産業費１項農業費、２項林業費、７款商

工費１項商工費、８款土木費１項土木管理費、

２項道路橋りょう費、３項都市計画費、４項

住宅費、９款消防費１項消防費、12款公債費

１項公債費、13款諸支出金２項基金費の各款

項ついては、いずれも妥当と認め、原案を承

認することに決しました。 

 議案第32号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成25年度内灘町公共下水道事業特

別会計補正予算（第４号）〕については、妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第33号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成25年度内灘町新エネルギー事業

特別会計補正予算（第２号）〕については、

妥当と認め、原案を承認することに決しまし

た。 

 議案第37号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町税条例等の一部を改正する条

例について〕は、妥当と認め、原案を承認す

ることに決しました。 

 議案第41号平成26年度内灘町一般会計補正

予算（第１号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳入全部、歳出２款総務費１項総務管理費、

４項選挙費、６款農林水産業費１項農業費、
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７款商工費１項商工費、８款土木費１項土木

管理費、９款消防費１項消防費の各款項及び

第２条地方債の補正については、妥当と認め、

原案を可とすることに決しました。 

 議案第42号内灘町火災予防条例の一部を改

正する条例については、妥当と認め、原案を

可とすることに決しました。 

 議案第43号財産の取得について〔消防団消

防ポンプ自動車 ３台〕は、妥当と認め、原

案を可とすることに決しました。 

 次に、継続審査となっておりました請願の

審査の結果を報告いたします。 

 請願第23号米の需給と価格に責任を持つ米

政策の確立を求める請願については、慎重に

審査した結果、継続審査とすることに決しま

した。 

 次に、新規に提出されました請願の審査の

結果を報告いたします。 

 請願第25号「農政改革」を見直し、食料自

給率の向上を最優先した農政を求める請願に

ついては、慎重に審査した結果、継続審査と

することに決しました。 

 請願第26号「消費税増税に反対する意見書」

の提出を求める請願書については、慎重に審

査し採決の結果、不採択とすることに決しま

した。 

 請願第27号「海外で戦争する国」にする集

団的自衛権の行使容認に反対する意見書を求

める請願については、慎重に審査し採決の結

果、不採択とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成26年６月18日 

 総務産業建設常任委員会委員長 川口正己 

○議長【夷藤満君】 太田臣宣文教福祉常任

委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 太田臣宣君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【太田臣宣君】 平成

26年第２回定例会６月会議において、文教福

祉常任委員会に付託されました議案の審査の

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長並びに関係部課長等からそれぞれ詳細な説

明を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第

31号専決処分の承認を求めることについて

〔平成25年度内灘町一般会計補正予算（第６

号）〕第１条歳入歳出予算の補正中、歳出２

款総務費７項交通安全対策費、３款民生費１

項社会福祉費、２項児童福祉費、４款衛生費

１項保健衛生費、２項清掃費、10款教育費１

項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費、

４項社会教育費、５項保健体育費の各款項に

ついては、いずれも妥当と認め、原案を承認

することに決しました。 

 議案第34号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成25年度内灘町国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）〕については、妥当

と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第35号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成25年度内灘町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）〕については、妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第36号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成25年度内灘町介護保険特別会計

補正予算（第３号）〕については、妥当と認

め、原案を承認することに決しました。 

 議案第38号専決処分の承認を求めることに

ついて〔内灘町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について〕は、妥当と認め、原

案を承認することに決しました。 

 議案第39号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）〕については、妥当

と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第40号専決処分の承認を求めることに

ついて〔平成26年度内灘町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）〕については、妥

当と認め、原案を承認することに決しました。 

 議案第41号平成26年度内灘町一般会計補正
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予算（第１号）第１条歳入歳出予算の補正中、

歳出２款総務費７項交通安全対策費、３款民

生費１項社会福祉費、４款衛生費１項保健衛

生費、10款教育費１項教育総務費、２項小学

校費、４項社会教育費、５項保健体育費の各

款項については、いずれも妥当と認め、原案

を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 平成26年６月18日 

 文教福祉常任委員会委員長 太田臣宣 

○議長【夷藤満君】 これをもって各常任委

員長の報告を終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【夷藤満君】 なお、昨日までに委員

長報告に対する質疑の通告がありませんでし

たので、質疑なしとして質疑を省略いたしま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、北川

悦子です。 

 議案第41号平成26年度内灘町一般会計補正

予算（第１号）の２款総務費１項総務管理費

に反対の立場で討論します。 

 マイナンバー制度の導入に伴う個人情報事

務取扱台帳及び関係例規の整備費用として

380万円が計上されています。 

 マイナンバー法は、行政の効率化、国民の

利便性の向上をうたい文句に出されたもので

すが、個人情報の漏えい、成り済まし犯罪を

防ぐ手だてがないと聞いています。不正利用

は国内だけで起こるわけではなく、海外から

も行われることもあり、事件が数千件、数万

件起こったとき１件逮捕できるかどうかのレ

ベルで、メリットの点からも、また個人情報

が守られるのかという疑問が残り、反対しま

す。 

 次に、請願第26号、第27号について、委員

長報告では不採択でありました。ぜひ採択し

ていただけるよう、賛成の立場で討論します。 

 請願第26号「消費税増税に反対する意見書」

の提出を求める請願書について。 

 ことし４月からの消費税８％の増税になり、

皆さんも年金が下がり、また賃金も上がった

のは一部で、暮らしが本当に大変という声が

寄せられています。買い物に行き、価格が上

がっていない、安いと飛びつくと、価格の下

に小さな字で消費税込みの値段が表示された

りしています。消費税増税の痛みを日々感じ

ずにはいられません。 

 ことしの秋、経済の動向を見て、来年10月

から消費税10％に引き上げるとされています。

ますます消費は冷え込み、景気が急速に悪化

してしまいます。 

 応能負担の原則に立った税制改革と賃上げ

を初め国民の所得をふやす政策で税収をふや

せば、社会保障拡充の財源は十分確保できま

す。財政再建の道も切り開かれます。ぜひ賛

同をお願いしたいと思います。 

 次に、請願第27号「海外で戦争する国」に

する集団的自衛権の行使容認に反対する意見

書の提出を求める請願について、賛成の立場

で討論します。 

 憲法解釈変更による集団的自衛権の行使を

容認してしまえば、憲法上の歯どめがなくな

り、海外で戦争する国に日本がなってしまう。

大変なことであります。自衛隊による米軍な

どへの輸送、補給、医療等、後方支援であっ

ても戦闘地域で行えば戦闘に巻き込まれ、自

衛隊が殺し殺される事態になることは明らか

です。 

 後方支援であっても戦闘地域で活動すれば

どういうことになるのでしょうか。アフガン
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戦争に際し、ＮＡＴＯ軍は米国の要請を受け

て集団的自衛権を行使し参戦しました。ＮＡ

ＴＯ諸国が集団的自衛権の発動として決定し

た支援は、直接の戦闘行動ではなく後方支援

でしたが、今日までに21カ国、1,031人の犠牲

者を出しています。戦闘地域に行ってはなら

ないという歯どめがなかったためであります。 

 ことしは自衛隊が創設して60年になります

が、60年間、自衛隊は他国の人をただの一人

も殺していないし、ただの一人の戦死者も出

していない。憲法９条があったからです。世

界に誇れる日本の宝であります。日本の若者

を、アメリカの戦争のために血を流す、こん

な事態にさせないようにするのが私たちの責

任ではないでしょうか。 

 ぜひ皆さん、歴史に学び、二度と戦争にな

らないように、この請願に賛同をお願いした

いと思います。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。──討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 まず、議案第31号専決処分の承認を求める

ことについて〔平成25年度内灘町一般会計補

正予算（第６号）〕を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第31号は原案のとおり承認され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第32号専決

処分の承認を求めることについて〔平成25年

度内灘町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）〕並びに議案第33号専決処分の承

認を求めることについて〔平成25年度内灘町

新エネルギー事業特別会計補正予算（第２

号）〕の２議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第32号並びに議案第33号はいず

れも原案のとおり承認されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第34号専決

処分の承認を求めることについて〔平成25年

度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）〕から議案第36号専決処分の承認を求

めることについて〔平成25年度内灘町介護保

険特別会計補正予算（第３号）〕までの３議

案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、いずれも

原案承認であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第34号から議案第36号の３議案

はいずれも原案のとおり承認されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第37号専決

処分の承認を求めることについて〔内灘町税

条例等の一部を改正する条例について〕を採

決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第37号は原案のとおり承認され
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ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第38号専決

処分の承認を求めることについて〔内灘町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて〕から議案第40号専決処分の承認を求め

ることについて〔平成26年度内灘町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）〕までの

３議案を一括して採決いたします。 

 各議案に対する委員長の報告は、原案承認

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第38号から議案第40号までの３

議案はいずれも原案のとおり承認されました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第41号平成

26年度内灘町一般会計補正予算（第１号）を

採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第41号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第42号内灘

町火災予防条例の一部を改正する条例につい

て採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議案第42号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第43号財産

の取得について〔消防団消防ポンプ自動車 

３台〕採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第43号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、議案第44号固定

資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについてを採決いたします。 

 お諮りいたします。固定資産評価審査委員

会委員の選任につき同意を求めることについ

ては、これに同意することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議案第44号固定資産評価審査委員会

委員の選任につき同意を求めることについて

は、これに同意することに決定いたしました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、継続審査となっ

ております請願を採決いたします。 

 請願第23号米の需給と価格に責任を持つ米

政策の確立を求める請願を採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、継続審査

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、請願第23号は委員長の報告のとおり

継続審査とすることに決定いたしました。 
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○議長【夷藤満君】 次に、今期定例会まで

に受理しました請願を採決いたします。 

 まず、請願第25号「農政改革」を見直し、

食料自給率の向上を最優先した農政を求める

請願を採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は継続審査で

あります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、請願第25号は委員長の報告のとおり

継続審査とすることに決定いたしました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、請願第26号「消

費税増税に反対する意見書」の提出を求める

請願を採決いたします。 

 本請願に対する委員長の報告は、不採択で

あります。 

 したがって、原案について採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第26号「消費税増

税に反対する意見書」の提出を求める請願に

賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 賛成少数であります。

よって、請願第26号は不採択とすることに決

定いたしました。 

 

○議長【夷藤満君】 次に、請願第27号「海

外で戦争する国」にする集団的自衛権の行使

容認に反対する意見書を求める請願を採決い

たします。 

 本請願に対する委員長の報告は、不採択で

あります。 

 したがって、原案について採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第27号「海外で戦

争する国」にする集団的自衛権の行使容認に

反対する意見書を求める請願に賛成の諸君の

起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立少数であります。

よって、請願第27号は不採択とすることに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  ○内灘町選挙管理委員会委員の選挙 

○議長【夷藤満君】 日程第３、選挙第１号

内灘町選挙管理委員会委員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118条第２項の規定により指名

推選によりたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長が指名することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 内灘町選挙管理委員会委員に竹川雄二郎さ

ん、山田克己さん、南歳幸さん、吉村洋子さ

んを指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名いたしました竹川雄二郎さん、山田克己

さん、南歳幸さん、吉村洋子さんを内灘町選

挙管理委員会委員の当選人と定めることにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、竹川雄二郎さん、山田克己さん、南

歳幸さん、吉村洋子さんが内灘町選挙管理委

員会委員にそれぞれ当選されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ○内灘町選挙管理委員会委員補充員の選挙 

○議長【夷藤満君】 日程第４、選挙第２号

内灘町選挙管理委員会委員の補充員の選挙を

行います。 
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 お諮りいたします。選挙の方法については、

地方自治法第118条第２項の規定により指名

推選によりたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長が指名することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議長が指名することに決定いたしま

した。 

 内灘町選挙管理委員会委員補充員、第１号

補充員に今村克博さん、第２号補充員に丸一

邦彦さん、第３号補充員に夷藤芳夫さん、第

４号補充員に生田外喜枝さんを指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名いたしました第１号補充員に今村克博さ

ん、第２号補充員に丸一邦彦さん、第３号補

充員に夷藤芳夫さん、第４号補充員に生田外

喜枝さんを内灘町選挙管理委員会委員補充員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、第１号補充員に今村克博さん、第２

号補充員に丸一邦彦さん、第３号補充員に夷

藤芳夫さん、第４号補充員に生田外喜枝さん

が内灘町選挙管理委員会委員補充員にそれぞ

れ当選されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○農業委員会委員の推薦 

○議長【夷藤満君】 日程第５、推薦第１号

内灘町農業委員会委員の推薦についてを議題

といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、８番北川

悦子議員と13番八田外茂男議員の退場を求め

ます。 

〔８番 北川悦子君、13番 八田外茂男君 除斥〕  

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。農

業委員会等に関する法律第12条第１項第２号

及び内灘町農業委員会委員定数条例第２条の

規定により議会推薦の農業委員会委員２名は、

北川悦子さん、八田外茂男さんを推薦したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、議会推薦の農業委員会委員は、北川

悦子さん、八田外茂男さんを推薦することに

決定いたしました。 

 ここで北川議員、八田議員の入場を認めま

す。 

〔８番 北川悦子君、13番 八田外茂男君 復席〕  

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第６、議会議案第

７号国会に憲法改正の早期実現を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより提出者から提

案理由の説明を求めます。２番、中島利美議

員。 

   〔２番 中島利美君 登壇〕 

○２番【中島利美君】 これより意見書を朗

読し、提案理由の説明にかえさせていただき

ます。 

 議会議案第７号 

 国会に憲法改正の早期実現を求める意見書 

 日本国憲法は、昭和22年５月３日の施行以

来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正

も行われていない。 

 しかしながら、この間、我が国を巡る内外

の諸情勢は劇的な変化を遂げている。 

 すなわち、我が国を取り巻く東アジア情勢

は、一刻の猶予も許されない事態に直面して

いる。さらに、家族、環境などの諸問題や大



 －80－ 

規模災害等への対応が求められている。 

 このような状況の変化を受け、様々な憲法

改正案が各政党、各報道機関、民間団体等か

ら提唱されている。国会でも、平成19年の国

民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、

憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。 

 よって、国におかれては、新たな時代にふ

さわしい憲法に改めるため、憲法審査会にお

いて憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら

判断する国民投票を実現するよう強く求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。 

 議員各位におかれましては、本意見書案を

慎重審査の上、可決されますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 議会議案第７号国会

に憲法改正の早期実現を求める意見書案に反

対の立場から討論をいたします。 

 現在、提案理由にもありましたけれども、

世界情勢の変化や、現在、東日本大震災に提

起された国家緊急権、非常事態法制あるいは

大阪都構想や道州制に見られるように、新た

な地方自治のあり方などを持ち出して改憲論

議が進められているところでございます。 

 しかし、震災にせよ原発災害にせよ、憲法

全文の平和的生存権や憲法13条の幸福追求権、

憲法25条の生存権などの憲法理念が脅かされ

ている、そういう現状があることが問題なの

であります。現在進められようとしている安

倍政権による集団的自衛権行使容認は憲法を

解釈で変える解釈改憲を行うものであり、明

らかに立憲主義を否定するものであります。

明らかに憲法違反とも言えます。 

 日本国憲法の平和主義を初め、国民主権、

基本的人権の尊重の三原則を遵守し、憲法の

保障する諸権利の実現を第一としなければな

らないのであります。戦争の時代の多くの犠

牲の上に立ってつくられた日本国憲法は、21

世紀の時代を先取りする価値を持っているの

であります。日本国憲法の平和、福祉、人権

などの理念の開化する新しい国の設計図を明

らかにし、憲法理念の具体化のため法整備や

政策提起を進めるべきなのであります。 

 既にご存じのとおり、現在、日本国憲法は、

とりわけ憲法第９条、これはあのノーベル平

和賞に候補として上げられているわけでござ

います。このようにノーベル平和賞にノミネ

ートされ、世界からも評価を得ているこの日

本国憲法を変える必要はないのであります。 

 したがって、議会議案第７号国会に憲法改

正の早期実現を求める意見書案に反対を表明

をいたします。どうか多くの議員の皆さんの

賛同をお願いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。 

 ５番、川口正己議員。 

   〔５番 川口正己君 登壇〕 

○５番【川口正己君】 議席番号５番、川口

正己でございます。 

 議会議案第７号国会に憲法改正の早期実現

を求める意見書の提出について、賛成の立場

で討論させていただきます。 

 現行の日本国憲法については今までにいろ

いろな議論がされておりますが、私たち日本

人が直視しなければならないのは、日本と戦

っていたアメリカを中心とする連合軍が日本
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の降伏文書と並行して現在の憲法の原案をつ

くっていたことであります。 

 ＮＨＫワシントン支局長を歴任した日高義

男氏の取材に対し、元マッカーサー司令部政

治局のウィリアム・ブラウン博士によると、

占領時に当時のマッカーサー司令官の命令に

基づいて、日本の憲法学者の松本蒸治博士を

委員長とする委員会が日本側の原案を提出し

たのが1946年２月１日でしたが、マッカーサ

ー司令官はその提案を検討するためにガバメ

ント・セクションを２月５日に招集しました

が、ホイットニー准将を中心としたセクショ

ンは受け入れがたく、その提案を拒否し、そ

のガバメント・セクションがつくった憲法素

案が日本側に渡され、占領中の1947年５月３

日に現在の日本国憲法が施行されました。 

 1951年９月８日にサンフランシスコ講和条

約が締結され、翌1952年４月28日に条約が発

効され、日本は６年を超える占領から開放さ

れ、国家として主権を回復することができま

した。 

 しかし、先ほども述べましたが、占領時に

施行された現日本国憲法は依然そのままでご

ざいます。世界中どの国を見ましても、占領

時に施行された憲法を改正せずに守っている

国は日本だけでございます。 

 現憲法には、国会議員衆参両院の３分の２

の賛成がなければ憲法改正の発議ができない、

また国民投票を行い過半数の賛成がなければ

改正できないとの大変厳しい縛りがございま

すが、時間がかかるかもしれませんが、でき

るだけ早期に新しい時代に即した憲法に改正

されることを望みます。 

 議員各位には、何とぞ賛成してくれること

を望みまして、私の討論とさせていただきま

す。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 議席番号８番、北川

悦子です。 

 議会議案第７号国会に憲法改正の早期実現

を求める意見書提出について、反対の立場で

討論します。 

 先ほど憲法草案について占領時にというよ

うなお話がありました。「日本の青空」とい

う映画がございます。そのときにこの憲法を

つくるに当たって、日本人の方、また女性の

立場から、いろんな方が努力された映画にな

っております。またぜひ見ていただけたらな

と思います。 

 まず、私はこの憲法改正に向かってすごく

不安を感じているのは、今、憲法を権力を縛

るものから国民を縛るものへと根本的に変質

させるものになっています。また、97条、侵

すことのできない永久の権利として、人権に

ついてなんですが、基本的人権もこの項を削

除させたいという思惑もあります。 

 ９条改悪を目指しているんではないかと思

いますが、憲法９条は、侵略戦争の反省を踏

まえて二度と再び過ちを繰り返さないという

国際制約でもあります。国内だけの問題では

なく国際問題でもあります。憲法を変えて海

外に武力で乗り出すことほどアジアと世界の

人々にとり危険なことはありません。世界と

アジア諸国から強い批判と怒りを呼び起こし

ています。当然のことだと思います。 

 また、北朝鮮、中国との関係も考えて憲法

改正は必要ということではないかと思います。

何より大切なことは、道理に立った外交交渉

による解決に徹することが必要ではないでし

ょうか。力対力の立場に立って、軍事力強化、

軍事同盟強化、憲法９条改憲へ突き進もうと

していますが、ＡＳＥＡＮいわゆる東南アジ

ア諸国連合軍は軍事に頼らず、平和的安全保

障という考え方を実践し広げています。根底

に憲法９条の精神が輝いています。 

 昭和22年から一度も日本国憲法は改正され

ていないとありますが、この昭和22年、これ
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を考えますと、私の生きてきた人生そのもの

であります。両親たちは青春を戦争で奪われ

てしまいました。私はこの70年弱生きてきて、

そういう両親たちの不幸なことになることも

なく、ある人は、戦争は人を殺すことを何と

も思わなくなるということだというふうに、

介護施設へボランティアに行ったときに利用

者の方が語っていました。本当に戦争の悪夢

というものはいまだに、70年たっても消える

ことはないと思います。 

 そういう意味で、平和で安心してこれまで

生きてこられたということも考えまして、憲

法改正の早期実現を求める意見書には、日本

の前途に責任を持てないという意味からも反

対いたします。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。 

 ４番、生田勇人議員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 議会議案第７号国会

に憲法改正の早期実現を求める意見書の提出

について、賛成の立場で討論をさせていただ

きます。 

 先ほど川口議員もおっしゃいましたけれど

も、現行憲法は、連合国軍の占領下において

同司令部が指示した草案をもとに、その了解

の範囲において制定されたものとなっており

ます。日本国の主権が制限された中で制定さ

れた憲法には、国民の自由な意思が反映され

ていないと考えます。そして実際の規定にお

いても自衛権の否定ともとられない、とられ

かねない９条の規定など、多くの問題を有し

ておることは現実的なものです。 

 また、世界の国々では、時代の要請に即し

た形で憲法を改正しております。主要国を見

ても戦後の改正回数は、アメリカが６回、フ

ランスが27回、イタリアは15回、ドイツに至

っては58回も憲法改正を行っています。しか

し日本は戦後一度として改正をしていません。

これを見ても、現実との乖離が生じれば諸外

国は憲法を改正していっております。 

 よって、国会に憲法改正の早期実現を求め

る意見書の提出について皆様のご賛同をよろ

しくお願いいたしまして、賛成討論とさせて

いただきます。 

○議長【夷藤満君】 ほかに討論ありません

か。――討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第７号国会に憲法改正の早期実現

を求める意見書の提出についてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立多数であります。

よって、議会議案第７号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第７、議会議案第

８号ウィルス性肺炎患者に対する医療費助成

の拡充を求める意見書の提出についてを議題

といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより提出者から提

案理由の説明を求めます。４番、生田勇人議

員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 議会議案第８号ウィ

ルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を

求める意見書について、提案理由の説明をし

たいと思います。 

 我が国にはウイルス性肝炎、特にＢ型、Ｃ

型肝炎の患者が350万人いると推定され、国内
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最大の感染症となっております。 

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は

現在、Ｂ型、Ｃ型肝炎のウイルスの減少を目

的としたインターフェロン治療及びＢ型肝炎

の核酸アナログ製剤治療で保険適用されてい

るものに限定されており、より重篤化した肝

硬変、肝がんに対する治療自体についての助

成制度が存在しない。そのため、重度の病態

により就労困難な肝硬変、肝がんの患者の多

くは経済的に苦しい中で高額の医療費を負担

せざるを得ず、生活に困難を来しております。 

 また、現在の障害者手帳の認定基準は、肝

硬変、肝がん患者を初め肝炎患者の病状に合

致する基準となっておらず、支援が必要な病

態にある大多数の患者が認定を受けることが

できない状況にあります。 

 現在、ウイルス性肝炎が原因である肝硬変、

肝がんによって多くの方が亡くなられている

中、肝硬変、肝がん患者に対する医療費助成

を含む生活支援制度の創設は特に緊急に取り

組むべき課題であります。 

 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支

給に関する特別措置法においても、とりわけ

肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成

を含む支援のあり方について検討を進めるこ

ととの附帯決議がなされておりますが、国に

おいては新たな具体的な措置が講じられてい

ないのが現状であります。 

 よって、国において、ウイルス性肝炎患者

の救済のため、次の事項について速やかに実

現するよう強く要望するものであります。 

 １、ウイルス性肝硬変、肝がんに係る医療

費助成制度を創設すること。 

 ２、身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障

害認定の基準を緩和し、患者の状態に応じた

障害者認定制度にすること。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

 訂正をお願いしたいと思います。 

 先ほど私、「肝炎」のところを「肺炎」と

言いましたので、訂正をお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ございませんか。――討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第８号ウィルス性肝炎患者に対す

る医療費助成の拡充を求める意見書の提出に

ついてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議会議案第８号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第８、議会議案第

９号総合的、体系的若者雇用対策を求める意

見書の提出についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより提出者から提

案理由の説明を求めます。６番、藤井良信議

員。 

   〔６番 藤井良信君 登壇〕 
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○６番【藤井良信君】 議席６番、藤井です。 

 議会議案第９号の総合的、体系的若者雇用

対策を求める意見書の提出理由の説明を行い

ます。 

 若者を取り巻く雇用環境は、大変厳しい状

況が続いております。また、若者が働きなが

ら安心して家庭を持つことができるようにす

ることは、少子化に歯どめをかけるためにも

極めて重要であり、政府においては、若者の

ハローワークや新卒応援ハローワークなどに

おける支援や若者応援企業宣言事業など各対

策が取り組まれているところですが、それぞ

れの事業の取り組みが異なっており、関係機

関において必ずしも有機的な連携が行われて

いる状況ではありません。 

 改めて、ここで若者雇用対策を総合的かつ

体系的に推進するための仕組みを構築するた

め、政府においては次の５つの点から対策を

講じるよう要望をいたします。 

 １つ目といたしまして、若者雇用に係る総

合的、体系的な対策を進めるため、若者雇用

対策新法を制定し、若者本人を支える家庭、

学校、地域、国、地方の行政の責務を明確に

し、緊密に連携して支援を行える枠組みを整

備すること。 

 ２つ目といたしましては、若者応援企業宣

言事業についてでございますが、中小企業な

どの認定制度として拡充し、認定企業の支援

措置を新設すること。また、企業が若者を募

集する際の情報開示を促す仕組みを検討する

こと。 

 ３つ目といたしまして、大学生などの採用

活動後ろ倒しに伴い、新卒応援ハローワーク

における支援措置を強化すること。 

 ４つ目といたしまして、若者が主体的に職

業選択、キャリア形成ができるよう、学生段

階からのキャリア教育の充実強化を図ること。 

 ５つ目といたしまして、ニートなどの若者

の孤立化を防ぎ、自立に向けた充実した支援

を行うことができるよう、地域若者サポート

ステーションの機能強化を図ること。 

 以上５つでございますが、地方自治法第99

条の規定により意見書を提出していきたいと

思いますので、議員各位におかれましては、

趣旨を十分ご理解の上、賛成をいただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ございませんか。――討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第９号総合的、体系的若者雇用対

策を求める意見書の提出についてを採決いた

します。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議会議案第９号は原案のとおり可決

されました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【夷藤満君】 日程第９、議会議案第

10号中小企業の事業環境の改善を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 



 －85－ 

    ○提案理由の説明 

○議長【夷藤満君】 これより提出者から提

案理由の説明を求めます。１番、太田臣宣議

員。 

   〔１番 太田臣宣君 登壇〕 

○１番【太田臣宣君】 議会議案第10号中小

企業の事業環境の改善を求める意見書につい

て、提案理由の説明をさせていただきます。 

 地域経済を支える中小企業や非正規社員を

取り巻く事業環境は依然に厳しいと言えます。

消費税８％引き上げに伴う駆け込み需要の反

動減も予想されており、今後対策を講じる必

要があります。 

 また、中小企業のうち87％を占める小規模

事業者が全国で334万社あり、有能な技術力が

ありながら人材確保や資金繰りに苦しんでい

ます。事業の拡張に踏み切れない小規模事業

者の潜在能力が発揮できるよう、充実した成

長、振興策も重要であります。 

 経済成長を持続的なものにするためにも、

成長の原動力である中小企業が消費税増税や

原材料高騰など厳しい環境を乗り切れるよう

切れ間ない対策が必要であるということから、

１つ目に、中小企業の健全な賃上げ、収益性、

生産性の向上に結びつくよう経営基盤の強化

策及び資金繰り安定化策を図ること。 

 １つ、小規模企業振興基本法案を軸に、国、

地方公共団体、事業者の各責務のもとで円滑

な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。 

 １、中小企業、小規模事業者においても重

要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう、

キャリアアップ助成金などの正規雇用化策を

さらに周知するなど、従業員の処遇改善を図

ることとして意見書を提出させていただきま

した。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長【夷藤満君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【夷藤満君】 次に、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。――質疑なしと認め

ます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【夷藤満君】 次に、討論に入ります。 

 討論ございませんか。――討論なしと認め

ます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【夷藤満君】 これより議案の採決に

入ります。 

 議会議案第10号中小企業の事業環境の改善

を求める意見書の提出についてを採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本議案は、原案のとお

り決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【夷藤満君】 起立全員であります。

よって、議会議案第10号は原案のとおり可決

されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先及

びその他の処理方法につきましては議長に一

任願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【夷藤満君】 以上で今回の６月会議

に付議されました議件は全部議了いたしまし

た。 

 よって、平成26年第２回内灘町議会定例会

６月会議を散会いたします。 

 連日、長時間にわたり精力的にご審議をい

ただき、まことにご苦労さまでした。 

 お疲れさまでした。 

           午後２時29分散会 
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 地方自治法第123条第２項の規定により、こ

こに署名する。 

 議会議長 
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